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鳥鳥取鳥取県県ＰＰＴＡＴＡ協議会と協議会とはは

鳥取県ＰＴＡ協議会（県Ｐ協）って・・？との声をよく耳にしま

す。県P協の役員構成は、東・中・西部の各ブロックが輪番で会長、

副会長、母親委員長、指名理事を三役として選出するとともに、

各単位ＰＴＡが加盟している郡市連合会の会長が理事となって理

事会を構成し、日本ＰＴＡ全国協議会へ加盟をして全国のＰＴＡ

（特に中国地区）の仲間と行動をともにしています。活動として

は、日本ＰＴＡ全国協議会の活動はもとより、県教育委員会との

連携、ケータイ・生活習慣等子どもに関する各種調査、広報紙の

発行、研究大会の実施、ＰＴＡ保険の斡旋（県Ｐ協で申し込むこ

とで20％割引）などを行っています。今後、更に身近に感じられ

る活動を行っていきますので、会員の皆さまも積極的にご協力い

ただきますようお願いします。（県PTA協議会副会長 小山光行）
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平成22年度鳥取県ＰＴＡ協議会教育懇談会が平成23

年１月21日、白兎会館において横濵純一県教育長をはじ

め県教育委員会事務局から多数の方の出席をいただき開

催されました。

県ＰＴＡ協議会と県教育委員会との意見交換を行える

重要な場となっており、当日は、４グループに分かれ、Ｐ

ＴＡと教育行政の立場で、県の教育課題に対して熱心な

討議が行われました。

その後、全体会においてグループ討議内容を報告し、

意見交換を行いました。

概要については以下のとおりです。

（1）グループ「子どもの成長と生活習慣」
第１グループでは、「家庭での生活リズムと子どもの

健康・安全について」「少子化時代における部活動のあり

方について」というテーマで討議を行いました。

まず、中学校の部活動について、外部指導者の予算面

(謝金等)での問題の報告、部活動は学校教育指導の一環

であるが、生徒の自発的参加のため対応は各校にお願い

していること、強さ（勝ち）を求める場合の対応等につ

いて討議を行いました。小学校のクラブ活動について、

県内に存在する約620クラブへの調査結果で、一部の

チームは加熱しすぎで夜遅くまで練習し翌日の授業への

影響と生活習慣の崩れ、学力への影響が心配されるとい

うマイナスの面とスポーツは体力などを高めるだけでな

く、礼儀などたくさんのことを学べるというプラスの面

があるとのことでした。また、児童全体としてスポーツ

をする子・しない子の二極化が進んでいるとの結果もあ

り、県教育委員会としては普段運動をしていない子も巻

き込んだスポーツの仕組みも考えたいとのことで、PTA

としても検討する必要があると感じました。

次に各学校等の学力アップの取組として，バリバリス

タディー週間・ノーテレビデーや、県が推進している勉

強がんばろうキャンペーン・幼少期からの読み聞かせ等

の事例報告があり、生活習慣の重要性が認識されました。

グループ討議を通じて、生活習慣の定着のためには、

生活リズムの実態把握、各関係機関との連携や働きかけ

等、必要に応じた対策を講じていくことが重要であると

再認識しました。（田渕寛章）

（2）グループ「行政とＰＴＡ」
第２グループでは、「教育委員会とＰＴＡについて」、

「特別支援教育について」というテーマで討議を行いました。

会員からなぜＰＴＡ活動が必要なのかという意見が出

てくるようになった。若い世代の保護者にＰＴＡの意義

を明確に伝えることが重要ではないか。また、学校で問

題が起こった時にＰＴＡには情報が入らない、関わるこ

とができないという意見に対して、学級便りで保護者に

伝えている学校もあり、ＰＴＡと学校との連携をより強

くすることが重要であると認識しました。

次に特別支援教育について、軽度の知的障がいのある

生徒の就職・自立を目指して特別支援高等学校を設立す

ること、発達障がいの程度は５歳児健診で９割は発見で

きるが、保護者の理解・保育園の適切な指導が重要であ

り、障がいのある児童･生徒の情報が、校種が変わる時点

で引継ぎが充分でないことなどの説明がありました。対

策として保・幼職員への研修、手引きの作成、個別指導

計画の伝達連携のモデル地域指定などの取組がありま

す。学校は、以前は障がいのある児童生徒を分けて教育

指導をしていたが、障がいから子ども達を見るのではな

く障がいのある子ども達を核として学習をする人権教育

に変わってきている。それを理解して、子どもと関わっ

て学習をしたり、ＰＴＡの人権研修会等で学んでほしい

とのアドバイスがありました。グループ討議を通じて、

子どもを中心にして、先生方と連携すること、親として

必要な知識、情報を得るためには研修会は必要であり、

ＰＴＡ活動がますます重要になってきていることを感じ

ました。（上山弘子）

（3）グループ「ＰＴＡ活動と保護者の意識」
第３グループでは、「保護者意識とコミュニケーショ

ンについて」、「ＰＴＡのあり方」というテーマで討議を

行いました。

最初に県教育委員会からＰＴＡ調査結果について報告

がありました。調査内容は例年どおりですが、ＰＴＡの

活動や研修会、学級・学年懇談会への参加状況について

の項目が新たに追加されました。結果をみると、保護者

の研修会、講演会、学級・学年懇談会の参加は小学校・

中学校とも３～４割の参加が最も多いが、２割以下の保

護者しか懇談に参加していない学校が１割もありました。
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そこで、どのようにすれば参加者が増えるかというこ

とに対し、いくつかの取組事例を報告します。①学習発

表会の案内を文書プラス声掛けで行い、さらに親父の会

が主体となって豚汁を作り、親子で一緒に昼食を食べる

ように工夫をしたという事例（自分の子どもの発表が終

わっても帰らないようにする工夫）。②親子で参加でき

るレクリエーション（紙飛行機大会）の開催。③ＰＴＡ

主催の研修会を開催するにしても、参加しやすい日程で

組むとか、参観日との合わせ技で実施。④あるいは人数

の少ない学校では小中一緒に研修会の開催などより多く

の保護者に参加してもらうなどの工夫をしていました。

一方で、ある地域の中学校では参加するのは当たり前、

懇談会でも残るのが当たり前という意識があるところも

ありました。地域性があると感じました。とにかく、ま

ずは保護者に学校へ来てもらう（興味を持ってもらう）

ための工夫が必要だと感じました。

最後に、保護者の意識を変えるチャンスは学校が荒れ

るときという強烈な一言がありました。この時は保護者

が一番本気になるという意味です。望まざることです

が、保護者の皆さん今一度ＰＴＡの一会員として考えて

みてはいかがでしょう。お父さんお母さんが学校に来る

ようになると子どもも変わります。（森本秀浩）

（4）グループ「青少年の健全育成と大人の関わり方」
第４グループでは、「青少年の健全育成と大人の関わ

り方」、「思春期の子どもと大人の関わり方」のテーマに

ついて討議を行いました。

鳥取県におい

ては暴力行為は

全国平均よりは

低いものの近年

増加傾向にある

こと。いじめに

ついては「冷や

かし・からかい」

といったものが最も多いという報告がされました。これ

らの背景には、児童生徒のコミュニケーション能力が低

下していることがあるようです。現代の風潮でゲームや

携帯端末が子どもたちのコミュニケーションの手段とな

り、直接のダイレクトなコミュニケーション機会が少な

くなり、バーチャルな世界にどんどん入り込んでいます。

このような状況のなかで具体的に私たちがどう行動す

るのか？それこそが重要ではないかとの意見が出され、

具体的な事例として、県内でもソーシャル・スキル・ト

レーニングと呼ばれる社会的なノウハウを学校現場で学

習するプログラムを導入したり、地域の高齢者が「お節

介役」となって子どもたちとコミュニケーションを図る

こと、また成人式の受付役として中学生をお願いし、地

域の行事に関わりを持つ試みが功を奏している事例など

が報告されました。

グループ討議を通じて、改めて日頃の家族との日常会

話の重要性が指摘され、こういう時代だからこそ「家族

の団らん」であったり「食事のあり方」について、もう

一度見直す必要があることを再認識しました。（岡田光弘）

「基本的生活習慣の定着等による学力向上促進事業の取り組み」

鳥取県ＰＴＡ協議会では、子どもの基礎学力の向上に必要とされている「基本的生活習慣の定着」に係る主体的・具体

的な取り組みや啓発活動に資するため、県教育委員会の委託を受け「基本的生活習慣の定着等による学力向上促進事業」

に取り組んでおり、平成22年度は、前年度からの継続を含め９ＰＴＡで実施しております。

このうち、県東部で平成21年度から実施している福部小学校の取組事例を紹介します。

基基基基基基基基基基基基基基基基本本本本本本本本本本本本本本本本的的的的的的的的的的的的的的的的生生生生生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活活活活活習習習習習習習習習習習習習習習習慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣のののののののののののののののの育育育育育育育育育育育育育育育育成成成成成成成成成成成成成成成成にににににににににににににににに向向向向向向向向向向向向向向向向けけけけけけけけけけけけけけけけたたたたたたたたたたたたたたたた取取取取取取取取取取取取取取取取りりりりりりりりりりりりりりりり組組組組組組組組組組組組組組組組基本的生活習慣の育成に向けた取り組みみみみみみみみみみみみみみみみみ
鳥取市立福部小学校ＰＴＡ

本校ＰＴＡでは本年度も「基本的生活習慣の定着等による学力向上促進事業」を実施しました。昨年度の成果
と課題を検討し、深化・改善ができるよう工夫をしています。
本校ＰＴＡの活動方針のなかの「児童の十分な睡眠時間の確保と節度あるメディアの利用」と「朝食を必ず摂
る習慣づけと歯みがきなど口腔内の衛生の推進」についての取り組みを継続実施するとともに、昨年度から取り
組みの「我が家の生活モデル」も継続して実施しました。
この「我が家の生活モデル」は、昨年度のアンケートで児童の生活習慣の課題が見えてきたため、親子で話し
合いをし、我が家の生活モデルを考えてもらうために取り組んだものです。実施後のアンケートの中で、「途中で
変更しにくい」という意見があったため、本年度は「我が家の生活モデル」にラミネート加工を施し、ホワイト
ボードマーカーとともに全校児童への配布を行いました。これは、実施途中
でも時間割が変更がしやすいように工夫したものです。さらに平日・休日の
２パターンの記入ができるようにもしました。
また、より多くの会員に研修内容を広めるため、研修指導部による伝達研
修も継続しており、本年度は「視力について」の研修を行いました。研修指導部
員が眼科医にお話を聞き、その内容を自分たちの言葉で伝達研修をしました。
そして本校では年３回行われている学校健康委員会とも連携し、また保・

幼・中とも連携をしながら、今以上に児童・生徒の健康維持・増進につなが
る基本的生活習慣の定着に向けての取り組みを深めたいと考えています。
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先日、娘が通う小学校で「百人一首集会」が開催された。全校
約340人の子ども達が体育館に集まり、先生が上の句を読み上げ
ると、子ども達が次々と下の句の札を引き当てる。１、２年生も例
外ではない。年度当初、先生から百人一首への取り組みの話を聞
いていたが、どの子もよくここまで覚えられたものだと驚いた。
そして、改めて子ども達の吸収する力のすごさに感心した。同時
に、普段から親、大人として、子ども達の健全な心や精神、身体
の成長のため「どれだけよい養分」を与えられているか？責任を
痛感する。よい養分を与えれば与えるほど、子ども達は、その旺
盛な吸収力で応えてくれるはずだ。自問しながら、子どもと共に
成長する親、大人でありたいものである。（H.H）

記後集編 員委集編

横山 隆雄（県Ｐ協総務委員長）

岡田 光弘（東部広報委員会総括 八頭山郷小）

濵田 英紀（鳥取 中ノ郷小）

清水 圭二（鳥取 用瀬小）

田渕 寛章（岩美 岩美西小）

横山奈美枝（岩美 岩美西小）

松田 俊一（八頭 八東小）

浅雄 淳子（鳥取 南中）

上山 弘子（鳥取 福部中）

森本 秀浩（八頭 中央中）

青木 一憲（八頭 若桜中）

「小中一貫校の取り組み」

県内において小中一貫校として平成20年４月に初めて開校した湖南学園での取り組みについて紹介します。

足足足足足足足足足足足足足足足足湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯ののののののののののののののののああああああああああああああああるるるるるるるるるるるるるるるる小小小小小小小小小小小小小小小小中中中中中中中中中中中中中中中中一一一一一一一一一一一一一一一一貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫足湯のある小中一貫校校校校校校校校校校校校校校校校校
鳥取市立湖南学園

湖南学園は、ＪＲ鳥取駅から約10ｋｍ湖山池の南岸に位置し、吉岡温泉と湖山池に面した自然に恵まれた地域を
校区としています。県内初の小中一貫校として平成20年４月に開校し、翌年４月には小学校校舎を改築し一体型校舎
となりました。小中一貫校とは、義務教育の９年間を一体として教育を実践することですが他の一貫校と違い「教育特
区」の認定を受けていますので、児童・生徒の発達段階に応じてより柔軟なカリキュラムを独自に策定しています。
昭和40年代の後半から保・小・中が連携した教育を地域として推進してきた経緯があり、地域に根付いた学校

としての伝統がありました。湖南学園ではそういった伝統を受け継ぎ「一貫校で人づくり、地域づくり」を合言
葉に、「切磋琢磨」を校訓として「磨く」「敬う」「競う」「つなぐ」をキーワードにしています。同じ校舎で児童
生徒が学ぶことに親子とも当初は戸惑っていましたが、一体型校舎となって２年が過ぎ、そのことを普通に感じ
ているようです。一昨年、一貫校開校がニュースに取り上げられましたが、それより大きくメディアで話題と
なったのは５年生からの室長選出でした。一貫教育は少子化対策ではなく、児童生徒の自治、自立を促し確かな
学力を９カ年を通してつけて行くことが出来ると感じました。ＰＴＡも構成年代が幅広くなり課題も多くありま
すが、湖南学園と同様に新しいスタイルの組織づくりと活動を展開して行きたいと思います。

教 育 課 程 ９カ年を初等（１年～４年)中等（５年～７年）高等（８年９年）の区分に分け、中等ブロックから
教科担任制を導入。教員の小中兼務体制。

こなん塾開校 地域の方のボランティアにより元中学校舎を利用して、
放課後、学校長期休業中の学習の場として開設。

足湯が出来た 昨年３月に吉岡温泉町から温泉の提供を受け、保護者、
地域の方々に浄財を募り体育館横に20名が座れる足つ
け湯「ふれあい塾」竣工。

ＰＴＡが合併 校舎一体化に併せて小中Ｐが合併。20代後半から50代
後半までの広い世代での活動を展開。

新しい制服制定 来年度より５年生から制服（ブレザー）を着用が決定。

県ＰＴＡ協議会臨時総会において会費改正を決定
平成23年１月21日鳥取市の白兎会館において県ＰＴＡ協議会臨時総会を開催し、長年の懸案であり

ました県ＰＴＡ協議会の財源問題である会費の値上げについて平成23年度より各郡市Ｐ連合会の児童・
生徒一人あたり年会費80円を130円に改正することを討議を重ね決定いたしました。
この会費の値上げにつきましては、県ＰＴＡ協議会の財源が会費、補助金、保険手数料及び寄付金で
あり、児童・生徒数の減少に伴い会費収入等が減少していること、寄付金とその積立てがなくなること、
日本ＰＴＡ全国協議会の会費が平成23年度より値上げされ負担が増すことなどを受け、平成21、22年
度に特別委員会を設けて経費のスリム化をしたうえでの会費の値上げ幅ならびに県ＰＴＡ協議会の今後
のあり方を検討してまいりました。
その検討結果を踏まえ、理事会等で協議を重ね、今回の会費の改正と併せて事業及び事務内容を適時

見直すこと、文部科学省・日本ＰＴＡ全国協議会及び県教育委員会と連携を図りながら、全県的な課題
はもとより、各郡市ＰＴＡ連合会に関わる諸課題の解決等に向け、単位ＰＴＡ会員の皆さまに対する情
報発信をより充実させながら、諸活動していくことといたしました。皆さまにおかれましては、ご理解
とご協力をお願いいたします。（横山隆雄）

足湯で役員会足湯で役員会


